
岡山県における強度行動障害集中的支援の実施について（Ｒ７．４開始）

強度行動障害のある児者が、行動上の課題が頻発するなど状態が悪化し、現状の障害福祉サービス
等の利用や生活を維持することが難しくなったケースについて、県及び岡山市（以下「県等」とい
う。）が認定する広域的支援人材や施設を活用した集中的なアセスメントと環境調整により状態の改
善を図るもの。

広域支援人材が、状態等が悪化した児者が利用する事業所を訪問し、事業
所の支援者と協力しながら集中的支援を実施事業所訪問型Ⅰ

状態が悪化した児者の居住の場を一時的に移し（居住支援系サービス事業
所を活用）、そこを広域的支援人材が訪問し、当該事業所の支援者と協力
しながら集中的な支援を実施

居住支援活用型Ⅱ

１ 趣旨

２ 類型

３ 加算の概要
（１）集中的支援加算（Ⅰ） 1000単位/日 ＜事業所訪問型＞
強度行動障害のある児者の状態が悪化した場合において、県等が認定する広域的支援人材が下記対

象サービス（※）の事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場合、３月以内の期間に限り１月に４
回を限度として所定単位数を加える。
＜対象サービス＞
療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支

援、就労継続支援 A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設、医療
型障害児入所施設
※本加算を算定する事業所等は、県等が選定する広域的支援人材に対して、本加算を踏まえた適切な額の費用を
支払うこと

（２）集中的支援加算（Ⅱ） 500単位/日 ＜居住支援活用型＞
強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合において、集中的な支援を提供できる体制を備え

ているものとして県等が認定する指定短期入所事業所、指定障害者支援施設、指定共同生活援助事業
所、指定障害児入所施設が、他の障害福祉サービス等を行う事業所から当該障害児者を受け入れ、集
中的な支援を行った場合、３月以内の期間について、１日につき所定単位数を加算する。
※集中的支援加算(Ⅱ)を算定する場合は、集中的支援加算(Ⅰ)も算定する。

４ 申請手続等
まず、ケース相談窓口（おかやま発達障害者支援センター・岡山市発達障害者支援セン
ター）にご相談ください。（※そこで「集中的支援」を案内された場合は、以下により申
請等を行ってください。）

★
ｹｰｽ相談

上記３（１）の＜対象サービス＞の事業所等が、支給決定自治体を窓口として、申請する。
※「居住支援活用型」については、家族等からの申請も可※申請

所轄の各児童相談所県（児童相談所）が支給決定した障害児（入所）申請
窓口 当該支給決定市町村の障害福祉担当課岡山市以外の県内市町村が支給決定した障害児者

岡山市障害福祉課岡山市が支給決定した障害児者
① 児：強度行動障害判定表 20点以上、者：行動関連 10点以上
※状態が悪化し、現状の障害福祉サービス等の利用や生活を維持することが難しく
なった児者

要件 ② 計画相談・障害児相談支援を利用している場合は、サービス担当者会議で検討するな
ど相談支援専門員と十分な連携を図っていること

③ 居住支援活用型の支援を申請する場合は、支援実施後の居住の場を確保していること
申請書（様式1）、同意書（様式2）の写し、対象児者の受給者証の写し申請書類
３カ月以内（※必要と認められる場合は、改めての申請により、再度（続けて）の実施も可）支援期間



５ 支給決定自治体（申請窓口）の処理
①行動関連評点（障害児：20点以上、障害者：10点以上）
※必要な場合は、支給決定自治体において調査を実施

要件適合の確認(1) ②相談支援との連携状況

③集中的支援実施後の居住の場の確保（居住支援活用型の場合）

申請事業所等への確認・検討支援の必要性の検討(2)

(1)･(2)に基づき意見書（様式3）を作成意見書の作成(3)

県児童相談所及び岡山市を除く市町村は、県の窓口である「おかやま発達
障害者支援センター」（以下「センター」という。）に、次を提出する。

申請書等の提出

(4) 申請書（様式1）、同意書（様式2）の写し、受給者証の写し（申請書類）
意見書（様式3）、（参考）行動障害の状態が分かる資料（認定調査票等の写し）（市町村追加書類）

６ 県等の処理
センターが、申請者等に必要な調査・確認等を行う。調査・確認等(1)

申請に係る支援の対応について、協議・検討・決定する。支援推進チーム（※）の検討(2)

広域的支援人材及び居住支援活用型施設へ支援を要請する。広域的支援人材等への要請等(3)

申請者及び支給決定自治体に対して申請に係る支援の対応に
ついて通知（様式5）申請者（事業所等）等への通知(4)

※県自立支援協議会強度行動障害支援部会の作業部会

７ 支援の標準的な流れ 〜 広域的支援人材と事業所等が共同して支援に取り組む 〜
広域的支援人材が、申請事業所等を訪問して、アセスメントを
実施（居住支援活用型の場合は、当該施設関係者も関与）アセスメント(1)

広域的支援人材が、事業所等と共同して計画を作成（居住支援
活用型の場合は、当該施設関係者も関与）集中的支援実施計画の作成(2)

事業所等は、広域的支援人材の助言指導を受けながら支援を実
施（居住支援活用型の場合は、集中的支援終了後に、対象者が
利用する事業所等の職員も参画するよう努める。）
計画は概ね月に１回以上の頻度で見直しを行う。

集中的支援の実施(3)

（居住支援活用型の場合は、広域的支援人材と居住支援活用型
施設が連携して、集中的支援終了後に、対象者が利用する事業
所等への支援の引継ぎを実施）

集中的支援の終了(4)

広域的支援人材が、事業所等と共同して報告書を作成（居住支
援活用型の場合は、当該施設関係者も関与）集中的支援実施報告書の作成(5)

報告書等を活用して、対象児者の支援に関係する他の事業所等
と支援方法等を共有支援方法の共有等(6)

（居住支援活用型の場合）計画に定めた上で、広域的支援人材
が、集中的支援終了後に、対象者が利用する事業所等への環境
調整等の支援を行う。→ 加算（Ⅰ）の算定が可能

フォローアップ(7)

８ その他
措置入所児童に係る集中的支援についても、上記に準じて取り扱うものとする。
＊措置した児童相談所を窓口に申請する。（加算の基準は、上記３と異なる。）



対象となる人
・認知の仕方や感覚の特異性など、その人
の特性に合った支援が受けられないことで
現在の環境で自傷・他害・大声・もの壊し
などがより強く頻回に認められている人
・集中的支援により状態の改善や将来の支
援の見通しがもてることが期待できる人
・強度行動障害判定基準表で10点以上

『ミルキー☆ウエイ』における強度行動障害の状態にある人への集中的支援

実施場所
旭川荘愛育寮の集中的支援のために設置さ
れたユニット「ミルキー☆ウエイ」（定員
２人・18歳以上・男性のみ）に短期入所し
ます。

最⻑3か月間と決められています。
実施期間

実施方法
入所前に収集した情報とご家族や支援者の
意見をもとに、広域的支援人材（県・岡山
市に登録された専門家）とミルキー☆ウエ
イが支援目標を立て、支援を実施します。
また、その間、ケース会議を開催します。
実施条件
生活の場の変更がある場合は集中的支援期
間終了後の生活の場が確定していること
利用者負担

岡山県・岡山市における
居住支援活用型集中的支援

令和7年4月より居住支援活用型集中的支援の実施場所として岡山県・岡山市が認定しました。
ご本人・ご家族、支援者が混乱した状況から一旦離れて、落ち着きを取り戻し、支援を再検討
することができるように、少数の決まったスタッフが対応するなど環境を整えています。

始まったばかりの仕組みです。
お気軽にご相談ください。
〇お問合せは、相談支援専門員などご本人の状況をよく
ご存じな支援者の方から下記の強度行動障害相談窓口
（支給決定市町村の相談窓口）にお問合せください。
〇居住支援活用型集中的支援の対象と考えられた場合、
申請書等を各支給決定市町村の障害福祉担当課にご提出
ください。強度行動障害支援推進チーム（岡山県・岡山
市・倉敷市の障害福祉課、県・岡山市発達障害者支援セ
ンター）で検討の上、利用を決定します。

短期入所の自己負担額

広域的支援人
材の支援計画
に従って
３か月支援を
実施。施設と
のケース会

入所支援施設A

入所支援施設A

事例１
・数年前にもあった物壊しが頻回
に認められるようになった。
・同室者と職員の変更が重なった
影響と考えているが、職員が行動
を止めることの繰り返しの中で職
員への他害も認められる。
・多動や不眠もある。
・まずは落ち着けるようにと個室
を使用し、スケジュールを示した
が注目できない。
・他の利用者も落ち着かなくなっ
てきている。

事前の情報収集

施設への助言

ミルキー
☆ウェイ

GH＋就労継続支援B型

移行先の決定
事前の情報収集
広域的支援人
材の支援計画
に従って
１か月支援を
実施

事例３
・支援学校卒業後、B型事業所に通
所している。変化が苦手で、高等部
の時から時間をかけて事業所に慣れ
るようにしてきた。
・3年通所して、事業所では概ね落
ち着いて活動できている。事業所で
⼩さな変化があると帰宅後に⺟を追
いかけ回すようにしてこだわりの行
動を強要する。うまくできないと物
を壊す。本人が不調だと家族はこだ
わりに付き合ってなんとか行動障害
が起こらないように生活している。
・通所が安定している今、GHに移行
したいが、どのように支援を開始し
てもらえばいいかわからない。

自宅＋就労継続支援B型

ミルキー
☆ウェイ

移行後のGHへの助言

自宅(通所なし)

自宅＋生活介護

事前の情報収集
通所先の決定

広域的支援人材
の支援計画に
従って一泊の短
期入所を繰り返
したのち
３か月の支援を
実施。その間、
通所を開始

事例２
・支援学校卒業後に利用した生活
介護事業所で他利用者への暴力が
続いたため利用継続ができなく
なった。
・相談支援専門員が次の生活介護
事業所を探しているが、再度他害
行為が起こらないか心配
・家庭では日中の活動がないため
ドライブで時間を潰している状態
だが、落ち着かなくなることが増
えている。
・家庭での過ごし方がわからない。
・落ち着いて通える事業所を探し
ている。

ミルキー
☆ウェイ

おかやま発達障害者支援センター 電話：086-275-9277岡山市以外の場合相
談
窓
口

岡山市障害福祉課（集中的支援の制度・申請の相談） 電話：086-803-1235
岡山市の場合 岡山市発達障害者支援センター（対象ケースの相談） 電話：086-236-0051

ミルキー
☆ウェイ

対象者
の支給
決定が


